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大津終末処理場について

水処理施設

◆大津市の下水道は、昭和36年度に旧市街地の浸水被害解消と汚水の排除を目的として事業着手し、
大津終末処理場は、昭和44年4月に県下で最初に下水道による汚水処理を開始しました。
◆昭和55年に琵琶湖の富栄養化に関する県条例が施行され、昭和56年から放流水のリン除去を開始し、
平成13年からはⅡ系水処理施設の放流水の窒素除去を開始しています。
◆平成26年度からは合流改善事業で設置した水処理施設の供用を開始し、琵琶湖に放流する汚濁負荷
量の削減、公衆衛生上の安全確保、夾雑物（ごみ類）の削減を行っています。
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下水道事業は様々な計画に基づき運営されており、その最上位計画としては、滋賀県が定めた「滋
賀県流域別下水道整備総合計画」があり、本市としては、「下水道事業全体計画」にて長期的な施設
整備方針を、その下位の「下水道事業計画」にて具体的な短期計画を、さらにその下位の個別計画と
して「大津終末処理場水処理施設再構築計画」など各施策の詳細な整備計画をそれぞれ定めています。
また、「大津市下水道事業中長期経営計画（経営戦略）」では、本市下水道事業の課題を整理し、

今後の中長期的な事業運営の方針（取組姿勢）を示していますが、今年度、令和２年度版を改定する
時期となっていることに加え、平成３０年度に立案しました「大津終末処理場水処理施設再構築計
画」についても、これまでの期間に急激な物価上昇など社会情勢の変化もあったことから、この機会
を捉え、見直しを行いました。
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令和６年度大津終末処理場再構築計画の見直しにあたって

大津終末処理場水処理施設再構築計画



OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

大津市企業局

２．平成３０年度 再構築計画（当初）

6



OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

大津市企業局

令和３年８月通常会議 施設常任委員会報告事項（抜粋）
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３．事業の進捗状況
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済 施工中

◆令和４年度に第０期工事の第１汚泥処理棟解体に着手し、令和６年３月末に解体工事を完了し
ました。現在は、第１期工事の仮設水処理施設建設を進めています。
◆昨今の急激な物価高騰により事業費が増大しています。

第１汚泥処理棟
を解体

解体跡地に
仮設ＭＢＲ施設
を建設
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４．令和６年度 再構築計画（見直し）
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大津終末処理場水処理施設の再構築計画については、段階的に新施設を整備していくことにより、
将来の人口減少に伴う流入量変動に対応可能な内容としており、計画策定時より、大津市下水道事業
計画の変更や再構築事業の進捗状況を踏まえて必要な見直しを行うこととしています。
今年度は、企業局で実施している下水道事業中長期経営計画（経営戦略）改定の機会であることに

加え、平成３０年度の当初計画立案時よりこれまでの間に急激な物価上昇など社会情勢の変化もあっ
たことから、再構築計画の見直しを行いました。
見直しの概要としては、計画処理区域内の将来的な人口減少を踏まえた令和４年度大津市下水道全

体計画における処理施設能力の変更を踏まえ、水処理施設の能力や再構築手順の見直しを行い工事規
模の縮減を図った一方で、大幅な物価上昇額などの追加経費を見込まざるを得ない結果となりました
が、今年度改定する下水道事業中長期経営計画においては、現行の使用料水準を維持しつつ、当面は
健全経営を維持できる見込みとなっています。

（１）見直し結果【概要】

※概算事業費は、現時点における実勢価格に基づく試算額であり、今後の物価
変動など事業の進捗に合わせて定期的に見直す必要があります。
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事業費増減 単位（億円）
R6

見直し

処理施設能力及び再構築手順の見直し －62.10

物価上昇分の補正 ＋125.70

工事内容見直し ＋65.64

その他関連経費 ＋38.03

既執行済分の補正 ＋10.86

H30
当初

R6
見直し

新施設能力 88,400（㎥/日） 70,800（㎥/日）

概算事業費 294.10億円 472.23億円

事業期間 31年間
(R4着工～R34竣工)

28年間
(R4着工～R31竣工)
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当初の再構築計画では、新施設の能力を88,400（㎥／日） に設定していましたが、令和4年度におけ
る大津市下水道全体計画の変更を踏まえ、70,800（㎥／日）へ縮小します。

旧計画 最新計画 旧計画 最新計画

平成30年度 令和4年度 平成30年度 令和4年度

令和6年度末 令和10年度末 令和7年 令和27年

分流式（一部合流式） 分流式（一部合流式） 分流式（一部合流式） 分流式（一部合流式）

計画処理区域 （ha） 1,471.3 1,471.3 1,471.3 1,471.3

計画処理人口 （人） 105,300 106,100 105,300 98,800

計画汚水量・日最大 （㎥/日） 88,393 88,400 88,393 70,800

処理施設能力 （㎥/日） 88,400 88,400 88,400 70,800

計画目標年次

排除方式

計画策定年度

大津市　単独公共下水道　事業計画　【抜粋】

項  目
事業計画 全体計画

大津処理区

◆大津市下水道全体計画
・長期的計画（～20年）
・概ね10年に１回見直し
・次回見直しは令和13年度頃（予定）
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（２）見直しのポイント【施設規模】

◆大津市下水道事業計画
・中期的計画（概ね5～7年）
・概ね3年に１回見直し
・次回見直しは令和7年度頃（予定）
・下水道法に基づく計画
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前述を踏まえ、中長期的な水処理施設の施設能力を70,800（㎥/日）に設定し、現在、建設中の仮設水
処理施設を本設とするとともに、当初見込んでいた新2-1系及び新2-2系水処理施設の建設を取り止め
る施設整備計画に変更します。

◆仮設水処理施設解体撤去の取りやめ（仮設水処理施設を本設とする）【－2.1億円】

◆新2-1系及び新2-2系水処理施設建設の取りやめ【－55.7億円】

※なお、現時点では、既設Ⅱ系水処理施設能力増強は、最新の下水道事業計画に基づき、当初計画のとおり実施する方向として
いますが、今後の大津市下水道事業計画における処理施設能力の見直し（縮小）により再検討を行う場合があります。

（◆既設Ⅱ系水処理施設能力増強を将来的に見送る場合【－4.3億円】）

88,400

70,800

処
理
施
設
能
力
（
㎥
/
日
）

既設Ⅰ系⇒解体
33,500㎥/日

既設Ⅱ系⇒解体
54,900㎥/日

仮設水処理施設⇒解体
18,800㎥/日

既設Ⅱ系能力増強⇒解体
+14,700㎥/日

新１系
33,500㎥/日

新２-１系
14,000㎥/日

新３系
19,600㎥/日

新２-２系
21,300㎥/日

R19 R22 R27R10 R31

88,400

70,800

処
理
施
設
能
力
（
㎥
/
日
）

既設Ⅰ系⇒解体
33,500㎥/日

既設Ⅱ系⇒解体
54,900㎥/日

仮設水処理施設
18,800㎥/日

仮設水水処理施設⇒（改）新１系
18,800㎥/日

新１系⇒（改）新２系
32,400㎥/日

新３系
19,600㎥/日

R10 R22 R25 R27
見直し当初
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（３）見直しのポイント【再構築手順】
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【水処理施設の段階的再構築ステップ図（見直し後）】
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※Ⅱ系能力増強：今後の下水道事業計画の見直しにより再検討を行う場合がある。
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（４）見直しのポイント【概算事業費】

前述の水処理施設の能力や再構築手順の見直しを踏まえ、平成30年度に実施した大津終末処理場
水処理施設基本検討業務において試算した概算事業費について、下記の項目の内容を見直しました。

ａ 「物価上昇額」に関する項目 【＋125.70億円】

前述の水処理施設の能力や再構築手順の見直しに伴う当初概算事業費内訳の修正を行ったうえで、
平成30年度の当初単価（刊行物単価及び直近工事契約実績に基づく見積単価）を令和6年度の最新単
価に補正し、物価上昇額として計上しました。

ｂ 「工事内容の見直し」に関する項目 【＋65.64億円】

令和4年度から令和5年度にかけて実施した「第１汚泥処理棟解体工事」の実績を踏まえ、今後予
定している解体工事（既設Ⅰ系・既設Ⅱ系水処理施設）の工事費を補正しました。また、第０期工
事及び第１期工事の進捗により、新水処理施設建設に必要な既設管理棟などの設備改修に関する調
査・検討が進んだことを踏まえ、設備改修工事の工事費を補正しました。

ｃ 「その他関連経費」に関する項目 【＋38.03億円】

日本下水道事業団管理諸費や設計業務費等の事業実施に必要な関連経費を計上しました。

ｄ 「既執行済額」に関する項目 【＋10.86億円】

竣工済分（第０期工事・旧汚泥処理棟解体）及び現在建設中の契約締結済み分（第１期工事・仮
設水処理施設建設）の工事費について、H30基本検討における当初概算工事費より増加した分を補正
しました。

「既執行済額」のうち、契約締結済みの「仮設水処理施設建設」については、今後、契約規定に基づき物価上昇に係るイ
ンフレスライド条項を適用するなどの可能性があるため、事業費が増減する見込みです。
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単位（億円）

294.10

260.10

232.00

34.63

56.66
12.25
16.54

38.03

125.70

10.86
65.64

計 294.10億円

計 472.23億円

※概算事業費は、現時点における実勢価格に基づく試算額であり、今後の物価変動により定期的に見直す必要があります。なお、令和6年度見直し概算事業費には
Ⅱ系能力増強の事業費は含んでいません。

その他関連経費

令和６年度見直し
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基本事業費 物価上昇額 既執行済額 工事内容見直し
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５．今後の方向性について
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新施設の段階的な整備

水処理施設再構築事業の期間は約30年程度となる見込みであり、最新の大津市下水道全体計画における長期
的な計画目標年次である令和27年以降も本事業が継続する予定であることから、今後の人口減少に伴う大津市
下水道全体計画及び下水道事業計画の処理施設能力見直し（縮小）に対応できるよう、新水処理施設は段階的
に整備していくとともに、必要に応じて更なる施設規模の見直しを行います。
今回の見直し内容については、滋賀県及び国土交通省近畿地方整備局に対し説明を行っていますが、水処理

施設の再構築は、長期間に渡る巨額の投資を伴う事業であることから、今後も引き続き、国費の確保に向けた
不断の要望活動を行っていくとともに、社会情勢の変化に対応し、施設の延命化を図りながら、琵琶湖の水質
保全の観点からも早期に再構築できるよう取り組んでいきます。
なお、事業費については、今後の物価変動により増減する可能性もありますが、上記の施設規模の見直しの

ほか新技術の活用や使用機材や工法の最適化を行うなどにより、事業費の縮減に努めていきます。

今後の方向性について


